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                                様式４

審 議 結 果

会 議 名 第４回川口市男女共同参画推進委員会 

開 催 日 時 令和７年１０月３１日（金）１４時００分～１５時００分 

開 催 場 所 かわぐち市民パートナーステーション第１．２会議室 

出 席 者

（委員長に◎、副委

員長に○） 

◎杉浦委員長、〇齋藤副委員長、間鍋委員、岡本委員、平賀委員、

吉田委員、石川委員、日下部委員 

協働推進課事務局：竹内課長、岡田係長、真壁主査、逸見主査 

議 題

１ 開 会 

２ 審議事項 

（１） 男女共同参画に関する市民意識調査について 

３ 報告事項 

（１） 令和７年度行政委員会・付属機関等の女性登用状況について

４ その他 

５ 閉 会 

公開／非公開の別 公開 

非 公 開 の 理 由 － 

傍 聴 人 の 数 １名 

会 議 資 料

会議次第 

資料№１ 男女共同参画に関する市民意識調査について 

資料№２ 令和３年度男女共同参画に関する市民意識調査票 

資料№３ 令和７年度行政委員会・附属機関等の女性登用状況 

審 議 経 過 別紙のとおり 

そ の 他 － 

審議経過（要点筆記） 

第４回委員会 

１ 開会 

 ・資料確認 

 ・委員長挨拶 

・新任協働推進課長ほか、紹介 

（事務局）

委員９名のうち８名が出席していることから、川口市男女共同参画推進委員会規則第３

条第２項により、本日の会議が成立することを説明した。

また、１名から傍聴の申し出があり、委員の賛成多数により入室を許可した。
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２ 協議事項 

（１）男女共同参画に関する市民意識調査について 

（事務局）
第３次川口市男女共同参画計画は、計画期間を令和５年度から令和１４年度までの 

10カ年計画としているが、男女共同参画に関する国や県の取り組み、動向、社会状況 

等を踏まえ概ね５年ごとに見直す。本計画では令和１０年度に実施。 

また、「第２次川口市ＤＶ対策基本計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画」を 

「第３次川口市男女共同参画計画」に統合し、「第３次川口市男女共同参画計画（改訂）」

とすることから、来年度に市民意識調査を実施するためその内容について諮る。 

１、調査の目的 市民の男女共同参画に関する意識や計画に定めている推進指標の 

進捗状況を把握することにより、第３次計画改訂の基礎資料にするとともに、 

今後の男女共同参画の施策の推進に活用するもの。 

２、調査時期 令和８年９月上旬を想定、約3週間程の記入期間を設け回収、集計及び

分析を行い、１２月頃に取りまとめ。 

３､ 調査対象 市内在住の満１８歳以上の男女各２，０００人（合計４，０００人）を

住民基本台帳から無作為に抽出 

４､ 調査方法  郵送で配布、郵送回収またはインターネット回答。 

５､ 調査内容  経年比較のため令和３年度調査項目と同様とし、社会状況に応じ新規 

の質問を追加したい。 

６ 調査項目  

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が令和６年４月１日に施行されたこと

から、（８）困難な問題を抱える女性への支援について、新たに、調査項目を増設。 

・令和３年度の意識調査で使用した用語等について必要に応じて変更。修正案は、資料

の３ページ下段のとおり。「ＬＧＢＴ等」としていたが、「ＬＧＢＴＱ+」とし、トラ 

ンスジェンダー（生まれた時の性別と自認する性別が一致しない人）」の後ろに、「ク

エスチョニング（性の在り方を決められない・分からない人など）、プラス（ＬＧＢ 

ＴＱ以外にも様々な在り方があることを踏まえ、より包括的な意味合いを持たせるた

めに+（プラス）がつけられる）」を入れたい。 

令和３年度の調査票を、資料２として、５ページから１９ページに添付。 

次回の調査票には以上の追加項目や修正をしたい。 

説明は以上。 

【質疑応答】 

●委員からの質問 

資料１【追加質問】の問２３について、各選択肢にどのような内容の相談ができるのか

記載したほうが、わかりやすく、啓発につながるのではないか。 

→事務局から回答 

それぞれどのような内容が相談できるのか、もう少し詳しく記載する。 

●委員からの質問 

同じく、問２３について、女性だけでなく男性も含めた設問にしたらどうか。また、【追

加質問】「（8）困難な問題を抱える女性への支援について」の設問は、資料２の大きな項

目７と８の間に入るということでよいか。 
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→事務局から回答 

【追加質問】の入る場所は委員のお見込み通り。 

●委員からの質問 

無作為中抽出だと「ＬＧＢＴＱ+」について知らない方が多いのではないか。資料１、【修

正箇所】Ｐ15 問21の③注釈も意識調査資料内に載せた方が良いのではないか。 

→事務局から回答 

令和3年度の市民意識調査の問21に注釈を含めて修正する。 

●委員からの質問 

この意識調査は全て回答するのに 45 分程度かかる。前回調査ではどのくらいの方から

回答があったのか。また、インターネット回答ができるようだが、とのような仕様なのか。 

→事務局から回答 

前回令和３年度は３６．７％の回答率であった。次回はインターネット回答も用意する

のでもう少し回答率が上がると見込んでいる。仕様は基本的には回答フォームを作製委託

するので業者側のフォームとなる。おそらくＱＲコード等を読み取って回答しやすくした

ものになるのではないか。 

３ 報告事項 

（１）令和７年度行政委員会・付属機関等の女性登用状況について 

（事務局）
第５次川口市総合計画の後期基本計画では、互いに尊重・理解し合う環境づくりの 

目標指標として、各種審議会・委員会への女性登用率の目標を３５％としており、 

第３次川口市男女共同参画計画でも、同様の目標値を定めている。資料上段左、審議会

の欄、令和７年４月１日現在の審議会数は６つの行政委員会と、１７５の附属機関等を

合わせ、１８１の審議会数となっている。中央の委員欄の女性委員比率は２８．３％。

前年比（前年２７．５％）０．８ポイント増加。「令和７年度調査・特記事項」、女性の

委員が「０
ゼロ

」の委員会等は、行政委員会では、公平委員会、選挙管理委員会の２つ、 

附属機関等は川口市公務災害補償等審査会を始めとする１０の委員会と協議会等がある。

女性登用率が３５％以上の審議会数は６０あり、２０％以上３５％未満の審議会数が 

７１、１０％以上２０％未満の審議会数は３３、１０％未満は１８。詳細は２３ページ

から２７ページに掲載。２９ページは、平成２４年度から令和７年４月までの女性登用

状況の推移をまとめたもの。平成２４年度の２３．７％から令和７年４月に２８．３％

となるまでの毎年の推移を掲載。目標値３５％には至っていないが、今後も、関係部局

と連携し男女共同参画の推進、女性の登用率の向上を進めていく。 

説明は以上。 

【質疑応答】 

●委員からの質問 

登用率は短期的にみると改善しているように見えるが、複数年単位でみる 

とあまり変っていないようにみえる。長野市佐久市では４割の登用率との情報をみた。 
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川口でもやる気をもってやれば登用率も上がるのではないか。 

→事務局から回答 

登用率の低い委員会、附属機関を所管する関係各課にもお願いにいっているところでは 

ある。県内久喜市が３８．５％と高い数値なので、女性登用の取組みについて年度内には

視察に行き、勉強してきたいと考えている。 

→委員から返答 

 ぜひお願いしたい。 

●委員からの質問 

各小中学校の協議会の登用率が低いが、これは地域性もあり、自治会やＰＴＡの役員 

などがまだ男性に偏っているからかと思われる。学校ごとに委員の選び方は様々なので、

各学校にも女性登用を呼び掛けてみてはいかがか。 

→事務局から回答 

各学校にＰＲしていきたい。 

４ その他 

【各委員からの意見等】 

 委員１ ある小学生の女子児童が男子児童と同じ黄色いキャップを被っていた。子ども 

も男女の区別なく平等となっていると感じているようだった。 

委員２ 学校現場でも以前より男女平等が進んできている。女性の管理職も増えている。

帽子の件も女子児童が嫌がることもなく移行できている。また、中学生の制服も 

男女区別なく好きなタイプの制服を選べるようになっており、生徒たちも自然に受けいれ

ている。 

委員３ 女性総理が誕生したこともあり、日本もジェンダー指数が上がるのではないか 

期待している。わが子のことになるが、女性が虐げられているというような意識はもって

いない。年配の方のジェンダー意識が進んでほしい。 

委員４ 次回の意識調査の件だが、ほかの意識調査の作成に関わった際に設問が２０以上

だと回答が面倒と感じやすくなるようであった。 

委員５ 自分の住む地域の登用率が「０」なのに驚いた。女性がもっと関わることで変わ

っていくかもしれない。自分も男女平等ということに気をつけていきたい。 

委員６ 各会社の女性登用率は上がっているといわれているが、実際のところ社外役員を
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入れるなどして女性登用率を上げているという記事をみた。国会議員に関しても、もっと

女性を重要ポストにすることを考えてほしい。 

委員７ この委員会は女性でも参加しやすい時間帯に設定いただいているが、他の委員会

も曜日や時間の縛りなく開催できれば女性がもっと参加できるのではないか。少しでも 

女性が社会貢献・社会参加できる社会になってほしい。 

→事務局から回答 

協働推進課における各委員会は、委員長や各委員の方と話し合って時間や曜日を設定 

し、多くの委員が参加しやすいようにしている。他の課においても委員長等と話し合っ 

てきめることが望ましい。 

（事務局） 

次回、第５回委員会は令和８年１月１６日（金） 午後２時３０分から 第１会議室 

にて開催予定。 

会議の内容は、以上のとおりです。 
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令和７年１１月２１日 

川口市男女共同参画推進委員会委員長       杉浦 浩美 

川口市男女共同参画推進委員会委員       吉田 好子 


